
※
法
令
改
正
に
伴
い
、
賦
課
限
度
額
が

55
万
円
か
ら
57
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／

　

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

☎
0
7
3
‐
4
2
8
‐
6
6
8
8

　吉
備
庁
舎
住
民
課

陸
上
自
衛
隊
信
太
山
駐
屯
地

創
立
記
念
行
事
の
開
催

■
日
時
／

　

平
成
26
年
4
月
20
日（
日
）

　

9
時
か
ら
15
時

■
場
所
／
陸
上
自
衛
隊
信
太
山
駐
屯
地

（
大
阪
府
和
泉
市
伯
太
町
官
有
地
）

■
問
い
合
わ
せ
／

　

陸
上
自
衛
隊
信
太
山
駐
屯
地
広
報
室

　

☎
0
7
2
5
‐
４
１
‐
0
0
9
0

本
年
4
月
1
日
以
降
に
70
歳
に

達
す
る
方
の
国
民
健
康
保
険
の

一
部
負
担
金
の
割
合
が
変
更
に

な
り
ま
す
。

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
の
一
部
負
担

金
割
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度
以
降

国
が
特
例
で
1
割
と
す
る
措
置
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
26
年
4
月
1
日
以
降

に
70
歳
に
達
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
（
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4
月
2
日
以

降
の
者
）
の
病
院
等
で
の
一
部
負
担
金
等

の
割
合
が
2
割
に
な
り
ま
す
。
但
し
、
そ

れ
以
前
の
誕
生
日
の
方
は
1
割
の
ま
ま
で

す
。（
現
役
並
所
得
の
方
は
、
ど
ち
ら
も

3
割
）
高
額
療
養
費
等
に
つ
い
て
は
、
現

時
点
で
は
変
更
有
り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
住
民
課

山
の
木
を
切
る
前
に
は
、
手
続

き
が
必
要
で
す
！

山
の
木
を
切
る
と
き
は
、
切
り
始
め
る

90
日
か
ら
30
日
前
ま
で
に
町
長
あ
て
に「
伐

採
及
び
伐
採
後
の
造
林
届
出
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
伐
採
す

る
面
積
が
1
ヘ

ク
タ
ー
ル
を
超

え
る
と
き
は
、
和

歌
山
県
知
事
の

許
可
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
産
業
課
・
清

水
行
政
局
産
業
振
興
室

水 

道

◆
◆
◆

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

4
月
の
水
道

料
金
の
お
支
払

い
期
限
は
、
23

日（
水
）
で
す
。

口
座
振
替
の
お

客
様
は
、
預
金

残
高
の
確
認
を

お
忘
れ
な
く
！

■
問
い
合
わ
せ
／
水
道
課

献 

血

◆
◆
◆

4
月
の
献
血

■
4
月
2
日（
水
）

○
有
田
川
町
消
防
本
部
吉
備
金
屋
消
防
署

9
時
30
分
～
11
時
30
分

○（
株
）松
源
吉
備
店　

13
時
～
16
時
30
分

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

23




